
鶴が丘中学校父母教師会会則 

第１章 総  則 

(名称・事務局) 

第１条 本会は，鶴が丘中学校父母教師会と称し，事務局を鶴が丘中学校に置く。 

(組織) 

第２条 本会は，鶴が丘中学校の保護者及び教職員をもって組織する。 

(運営組織) 

第３条 本会の事業の運営を民主化し，効率化するために第１１条に定める会議を開催する。 

第２章 目的及び事業 

(目 的) 

第４条 本会は，会員相互の親睦と研修を図り，協力して家庭・学校及び地域社会における生徒 

    の健全な育成を図ることを目的とする。 

(事 業) 

第５条 本会は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(１) 学校と家庭との緊密な連携 

(２) 教育環境の整備と健全育成の推進 

(３) 教育の振興を図るための調査研究及び援助 

(４) 生徒の各種活動の奨励，援助 

(５) 会員相互の研修及び親睦 

(６) その他，本会の目的達成に必要な事項 

第３章 役 職 員 

(役 員) 

第６条 本会は，次の役員及び監事を置く。 

会長   １名 

副会長  ２名 

事務長  １名(教頭) 

事務次長 １名(教務主任) 

会計   ３名(うち教職員１名) 

庶務   ３名(うち教職員１名) 

監事   ２名 

(役員の選出) 

第７条 役員及び監事は，役員選考委員会において選出し，総会で承認をえなければならない。 

  ２ 選考委員会の規程については，別に定める。 

(役員の任務) 

第８条 会長は，本会を代表し，会務を総理する。 

    副会長は，会長を補佐し，会務を整理し，会長に事故あるときは，これを代理する。 

事務長は，本会の事務を掌理する。 
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    事務次長は，事務長を補佐し，事務長に事故あるときは，これを代理する。 

    会計は，本会の会計をつかさどる。 

    庶務は，本会の庶務をつかさどる。 

    監事は，本会の会計を監査する。 

(役員の任期) 

第９条 役員の任期は1年とし，毎年総会において改選する。ただし，再任は妨げない。 

  ２ 補欠によって就任した役員の任期は，前任者の残任期間とする。 

(参与及び顧問)  

第１０条 参与は校長とし，本会の運営に参与する。 

     顧問は，総会に諮って会長が委嘱し，本会の諮問に応ずる。 

第4章 会 議 

(会議の種別) 

第１１条 本会の会議は，総会・役員会・運営委員会・学年委員会・専門委員会・特別委員会とする。 

(総 会) 

第１２条 総会は，会長が召集，または,書面審議にて開催する。ただし，役員会において必要と認めたとき

は，臨時に開くことができる。 

   ２ 総会は，会員の過半数の出席(委任状含む)をもって成立する。（召集形式） 

   ３ 書面議決は,会員の過半数の承認をもって成立する。（書面形式） 

   ４ 総会には，次の事項を付議する。 

(１) 会則の改廃 

(２) 事業の計画・報告 

(３) 予算，決算の決定 

(４) 役職員の承認 

(５) その他，特に重要な事項 

   ５ 総会の議事は，出席者(書面表決書)の過半数の同意で決する。可否同数のときは，議長が決する。 

(役員会) 

第１３条 役員会は，役員をもって構成し，会長が召集して会務の運営にあたる。 

(運営委員会) 

第１４条 運営委員会は，役員，学年委員会委員長，及び専門委員会委員長をもって構成し，必要に応じて

会長が召集する。 

     運営委員会が欠席の場合は, 各委員会より代理が出席する。 

   ２ 運営委員会には，次の事項を付議する。 

(１) 総会から委任された事項 

(２) 総会に付議する事項 

(３) 規程の制定及び改廃 

(４) 会費の増額を伴わない予算の更生 

(５) その他，特に重要な事項 

(学年会) 

第１５条 学年会は，学年を同じにする保護者をもって構成し，生徒の発達段階に応じた研修と学年経営の

協力援助を図り，教育環境の整備と生徒の健全育成につとめる。 

   ２ 学年会の運営については，別に定める。 
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(専門委員会) 

第１６条 専門委員会は，二学年より選出された委員をもって構成し，研修保体，広報，健全育成の各部門

にかかわる企画，運営につとめる。 

   ２ 各専門委員会の運営については，別に定める。 

(特別委員会) 

第１７条 特別委員会は，役員会が本会事業運営上必要と認め，運営委員会の承認を得て置くことができ 

る。 

   ２ 特別委員会の運営については，別に定める。 

(議事録) 

第１８条 総会の議事録については，庶務がその要点を記録し，会長が指名した議事録署名者2名の署名を

うけなければならない。 

第５章 会 計 

(会 計) 

第１９条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり，翌３月３１日をもって終わる。 

   ２ 本会の経費は，会費及びその他の収入をもってあてる。 

   ３ 予算は，運営委員会に諮って更生することができる。 

     ただし，次期総会に報告しなければならない。 

   ４ 本会の金銭及び財産は，本会の目的達成以外のために使用することはできない。 

   ５ 会計の予算，決算及び帳簿類の様式，その他会計に関する細目は，役員会に諮って会長が定める。 

(監査報告) 

第２０条 本会の会計は，2回以上の会計監査を経て総会に報告し，承認を得なければならない。 

第６章 会則の改正 

第２１条 この会則は，総会において出席者の３分の２以上の賛成がなければ改正することはできない。 

第２２条 会則に基づく各種規定は，運営委員会において改廃することができる。 

 

 

(附 則)  １ この会則は，昭和５７年４月２９日から実施する。 

      ２ 昭和 ５８年  ４月 ２９日  一部改定 

      ３ 平成  元年  ４月 ２８日  一部改定 

      ４ 平成  ４年  ４月 １８日  一部改定 

      ５ 平成 １１年  ４月 ２８日  一部改定 

      ６ 平成 １２年 １１月 １８日  一部改定 

      ７ 平成 １７年 １２月 １９日  一部改定 (平成１８年度から施行する。) 

      ８ 令和  ２年  ４月 ２５日  一部改定 (令和３年度から施行とし, 

地区会規程は削除する。) 

      ９ 令和  ４年  ４月 ２３日  一部改定 
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